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《
報
告
》

◆
専
決
処
分
の
報
告

《
可
決
さ
れ
た
議
案
》

◆
野
田
市
総
合
計
画
基
本
構
想
及
び
新

市
建
設
計
画
の
変
更

◆
字
区
域
の
変
更
及
び
設
定

◆
野
田
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ
の

作
成
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
制
定

◆
野
田
市
斎
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
野
田
市
農
産
物
直
売
所
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

す
る
条
例
の
制
定

◆
野
田
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
財
産
の
無
償
譲
渡

◆
野
田
市
総
合
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定

◆
野
田
市
の
特
定
の
事
務
を
取
り
扱
わ

せ
る
郵
便
局
の
指
定

◆
平
成
　
年
度
野
田
市
一
般
会
計
補
正

19

予
算
（
第
２
号
）

◆
平
成
　
年
度
野
田
市
国
民
健
康
保
険

19

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
平
成
　
年
度
野
田
市
下
水
道
事
業
特

19

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
平
成
　
年
度
野
田
市
老
人
保
健
特
別

19

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
平
成
　
年
度
野
田
市
用
地
取
得
特
別

19

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
平
成
　
年
度
野
田
市
介
護
保
険
特
別

19

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
野
田
市
道
路
線
の
認
定

◆
野
田
市
道
路
線
の
廃
止

　
第
4
回
定
例
市
議
会
は
、　
月
３
日
か
ら
開
催
さ
れ
、
総
合
計
画

12

基
本
構
想
と
新
市
建
設
計
画
の
変
更
や
、
農
作
物
直
売
所
設
置
条
例

の
制
定
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
園
の
建
て
替
え
を
条
件
に
し

た
社
会
福
祉
法
人
へ
の
財
産
無
償
譲
渡
、
補
正
予
算
な
ど
、　
議
案

23

を
可
決
し
、　
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。
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平
成
　
年
第
４
回
定
例
市
議
会

19
  総
合
計

総
合
計
画画
のの
見
直
し

見
直
し
やや

　
  農
産
物
直
売
所
設

農
産
物
直
売
所
設
置置
なな
　
　
どど 
　
議議
案案
をを
可
決
可
決

2323
◆
野
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
野
田
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る

条
例
の
制
定

◆
野
田
市
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例
の
制
定

◆
野
田
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正

１　郷土の自然を愛し、平和で安全な環境を守ります
２　たがいに助け合い、すべての市民の幸福を願います
３　からだをきたえ、仕事に励み、楽しい家庭をつくります
４　きまりを守り、信頼と愛情を深め、心豊かな社会を築

きます
５　教養と文化を高め、自由と希望に満ちた郷土をめざし

ます

野 田 市 民 憲 章
（昭和５５年５月３日告示）

　
市
で
は
、
合
併
後
３
年
が
経
過
し

た
こ
と
や
、「
野
田
市
総
合
計
画
」
の

前
期
基
本
計
画
が
平
成
　
年
度
で
終
 

19

了
す
る
こ
と
か
ら
、
基
本
構
想
や
　20

年
度
か
ら
の
後
期
基
本
計
画
の
見
直

し
を
、　
年
　
月
に
総
合
計
画
審
議

18

10

会
に
諮
問
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、　
年
４
月
に
、
同
審
議

19

会
で
ま
と
め
た
素
案
の
概
要
版
を
全

戸
に
配
付
し
、
地
区
別
懇
談
会
の
開

催
や
郵
便
・
電
子
メ
ー
ル
な
ど
で
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
十

分
に
時
間
を
か
け
て
審
議
し
て
い
た

だ
き
、
必
要
な
時
点
修
正
を
行
う
と

と
も
に
、　
件
の
市
民
意
見
を
反
映

173

し
た
答
申
を
　
月
　
日
に
い
た
だ
き

10

25

ま
し
た
。

　
市
で
は
、答
申
を
踏
ま
え
、昨
年
　12

月
の
定
例
市
議
会
に
、総
合
計
画
の
変

更
を
議
案
と
し
て
上
程
し
、可
決
し
て

い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、　
年
度
か
ら

20

見
直
し
後
の
総
合
計
画
に
基
づ
き
、

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、見
直
し
後
の
総
合
計
画
は
、

４
月
か
ら
主
な
公
共
施
設
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
す
る
ほ
か
、
概

要
版
を
４
月
1
日
号
の
市
報
と
と
も

に
配
付
す
る
予
定
で
す
。

【
問
合
せ
】
企
画
調
整
課

皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映

　
　
　
皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
しし

総
合
計

　
　
 　
総
合
計
画画
後後
期期

計計
画画 
ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト
へへ

平成２０年 
４月から 


